
 

一 

○
電
波
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
四
号
）
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
新
旧
対
照
表 

 
 
 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 

正 

案 

現 
 

行 

（
定
義
等
） 

第
二
条 
電
波
法
に
基
づ
く
命
令
の
規
定
の
解
釈
に
関
し
て
は
、
別
に
規

定
せ
ら
れ
る
も
の
の
ほ
か
、
次
の
定
義
に
従
う
も
の
と
す
る
。 

 

一
〜
六
十
二
（
略
） 

 

六
十
三 

「
ス
プ
リ
ア
ス
発
射
」
と
は
、
必
要
周
波
数
帯
外
に
お
け
る

一
又
は
二
以
上
の
周
波
数
の
電
波
の
発
射
で
あ
つ
て
、
そ
の
レ
ベ
ル

を
情
報
の
伝
送
に
影
響
を
与
え
な
い
で
低
減
す
る
こ
と
が
で
き
る
も

の
を
い
い
、
高
調
波
発
射
、
低
調
波
発
射
、
寄
生
発
射
及
び
相
互
変

調
積
を
含
み
、
帯
域
外
発
射
を
含
ま
な
い
も
の
と
す
る
。 

（
定
義
等
） 

第
二
条 

電
波
法
に
基
づ
く
命
令
の
規
定
の
解
釈
に
関
し
て
は
、
別
に
規

定
せ
ら
れ
る
も
の
の
ほ
か
、
次
の
定
義
に
従
う
も
の
と
す
る
。 

 

一
〜
六
十
二
（
略
） 

 

六
十
三 

「
ス
プ
リ
ア
ス
発
射
」
と
は
、
必
要
周
波
数
帯
外
に
お
け
る

一
又
は
二
以
上
の
周
波
数
の
電
波
の
発
射
で
あ
つ
て
、
そ
の
レ
ベ
ル

を
情
報
の
伝
送
に
影
響
を
与
え
な
い
で
低
減
す
る
こ
と
が
で
き
る
も

の
を
い
い
、
高
調
波
発
射
、
低
調
波
発
射
、
寄
生
発
射
及
び
相
互
変

調
積
を
含
み
、
必
要
周
波
数
帯
に
近
接
す
る
周
波
数
の
電
波
の
発
射

で
情
報
の
伝
送
の
た
め
の
変
調
の
過
程
に
お
い
て
生
ず
る
も
の
を
含

ま
な
い
も
の
と
す
る
。 

六
十
三
の
二 

「
帯
域
外
発
射
」
と
は
、
必
要
周
波
数
帯
に
近
接
す
る

周
波
数
の
電
波
の
発
射
で
情
報
の
伝
送
の
た
め
の
変
調
の
過
程
に
お

い
て
生
ず
る
も
の
を
い
う
。 

 

六
十
三
の
三 

「
不
要
発
射
」
と
は
、
ス
プ
リ
ア
ス
発
射
及
び
帯
域
外

発
射
を
い
う
。 

 

六
十
三
の
四 

「
ス
プ
リ
ア
ス
領
域
」
と
は
、
帯
域
外
領
域
の
外
側
の

ス
プ
リ
ア
ス
発
射
が
支
配
的
な
周
波
数
帯
を
い
う
。 

 

六
十
三
の
五 

「
帯
域
外
領
域
」
と
は
、
必
要
周
波
数
帯
の
外
側
の
帯

域
外
発
射
が
支
配
的
な
周
波
数
帯
を
い
う
。 

 

六
十
四
〜
九
十
二 

（
略
） 

２ 

（
略
） 
六
十
四
〜
九
十
二 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

 

（
免
許
を
要
し
な
い
無
線
局
） 

第
六
条 

法
第
四
条
第
一
号
に
規
定
す
る
発
射
す
る
電
波
が
著
し
く
微
弱

な
無
線
局
を
次
の
と
お
り
定
め
る
。 

一
〜
三 

（
略
） 

 
（
免
許
を
要
し
な
い
無
線
局
） 

第
六
条 
法
第
四
条
第
一
号
に
規
定
す
る
発
射
す
る
電
波
が
著
し
く
微
弱

な
無
線
局
を
次
の
と
お
り
定
め
る
。 

一
〜
三 

（
略
） 



 

二 

２
・
３ 

（
略
） 

４ 
法
第
四
条
第
三
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
無
線
局
は
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

 

一 

（
略
） 

 

二 

次
に
掲
げ
る
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
総
務

大
臣
が
別
に
告
示
す
る
用
途
、
電
波
の
型
式
及
び
周
波
数
並
び
に
空

中
線
電
力
に
適
合
す
る
も
の
（
以
下
「
特
定
小
電
力
無
線
局
」
と
い

う
。
） 

(1)
〜

(3) 

（
略
） 

(4) 

四
〇
二
㎒
を
超
え
四
〇
五
㎒
以
下
の
周
波
数 

(5)
〜

(13) 

（
略
） 

 

三 

主
と
し
て
火
災
、
盗
難
そ
の
他
非
常
の
通
報
又
は
こ
れ
に
付
随
す

る
制
御
を
行
う
も
の
で
あ
つ
て
、
Ｆ
一
Ｄ
、
Ｆ
二
Ｄ
若
し
く
は
Ｇ
一

Ｄ
電
波
四
二
六
・
二
五
㎒
以
上
四
二
六
・
八
三
七
五
㎒
以
下
の
周
波

数
の
う
ち
、
四
二
六
・
二
五
㎒
及
び
四
二
六
・
二
五
㎒
に
一
二
・
五

㎑
の
整
数
倍
を
加
え
た
も
の
（
占
有
周
波
数
帯
幅
が
八
・
五
㎑
以
下

の
場
合
に
限
る
。
）
又
は
四
二
六
・
二
六
二
五
㎒
及
び
四
二
六
・
二

六
二
五
㎒
に
二
五
㎑
の
整
数
倍
を
加
え
た
も
の
（
占
有
周
波
数
帯
幅

が
八
・
五
㎑
を
超
え
一
六
㎑
以
下
の
場
合
に
限
る
。
）
を
使
用
し
、

か
つ
、
空
中
線
電
力
が
〇
・
〇
一
ワ
ッ
ト
以
下
で
あ
る
も
の
（
以
下

「
小
電
力
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
シ
ス
テ
ム
の
無
線
局
」
と
い
う
。
） 

  

四
〜
八 

（
略
） 

 

（
特
定
無
線
局
の
対
象
と
す
る
無
線
局
） 

２
・
３ 

（
略
） 

４ 

法
第
四
条
第
三
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
無
線
局
は
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

 

一 

（
略
） 

 

二 

次
に
掲
げ
る
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
総
務

大
臣
が
別
に
告
示
す
る
用
途
、
電
波
の
型
式
及
び
周
波
数
並
び
に
空

中
線
電
力
に
適
合
す
る
も
の
（
以
下
「
特
定
小
電
力
無
線
局
」
と
い

う
。
） 

(1)
〜

(3) 

（
略
） 

 

(4)
〜

(12) 

（
略
） 

 

三 

電
気
通
信
回
線
設
備
に
接
続
し
て
、
主
と
し
て
火
災
、
盗
難
そ
の

他

非

常

の

通

報

又

は

こ

れ

に

付

随

す

る

制

御

を

行

う

も

の

で

あ

つ

て
、
Ｆ
一
Ｄ
、
Ｆ
二
Ｄ
若
し
く
は
Ｇ
一
Ｄ
電
波
四
二
六
・
二
五
㎒
以

上
四
二
六
・
八
三
七
五
㎒
以
下
の
周
波
数
の
う
ち
、
四
二
六
・
二
五

㎒
及
び
四
二
六
・
二
五
㎒
に
一
二
・
五
㎑
の
整
数
倍
を
加
え
た
も
の

（
占
有
周
波
数
帯
幅
が
八
・
五
㎑
以
下
の
場
合
に
限
る
。
）
又
は
四

二
六
・
二
六
二
五
㎒
及
び
四
二
六
・
二
六
二
五
㎒
に
二
五
㎑
の
整
数

倍
を
加
え
た
も
の
（
占
有
周
波
数
帯
幅
が
八
・
五
㎑
を
超
え
一
六
㎑

以
下
の
場
合
に
限
る
。
）
を
使
用
し
、
か
つ
、
空
中
線
電
力
が
〇
・

〇
一
ワ
ッ
ト
以
下
で
あ
る
も
の
（
以
下
「
小
電
力
セ
キ
ユ
リ
テ
イ
シ

ス
テ
ム
の
無
線
局
」
と
い
う
。
） 

 

四
〜
八 

（
略
） 

 

（
特
定
無
線
局
の
対
象
と
す
る
無
線
局
） 



 

三 

第

十

五

条

の

二 

法

第

二

十

七

条

の

二

の

総

務

省

令
で

定

め

る

無

線

局

は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

第

十

五

条

の

二 

法

第

二

十

七

条

の

二

の

総

務

省

令
で

定

め

る

無

線

局

は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

 

一
・
二 

（
略
） 

 

一
・
二 

（
略
） 

 

三 

電
気
通
信
業
務
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
携
帯
局 

 

三
〜
五 

（
略
） 

四
〜
五
の
二 

（
略
） 

 

六 

設
備
規
則
第
三
条
第
五
号
に
規
定
す
る
Ｍ
Ｃ
Ａ
陸
上
移
動
通
信
を

行
う
陸
上
移
動
局 

七 

設
備
規
則
第
三
条
第
六
号
に
規
定
す
る
デ
ジ
タ
ル
Ｍ
Ｃ
Ａ
陸
上
移

動
通
信
を
行
う
陸
上
移
動
局 

  

六 

設
備
規
則
第
七
条
第
十
項
第
一
号
に
規
定
す
る
デ
ジ
タ
ル
Ｍ
Ｃ
Ａ

陸
上
移
動
通
信
を
行
う
陸
上
移
動
局 

 

八 

実
数
零
点
単
側
波
帯
変
調
方
式
及
び
狭
帯
域
デ
ジ
タ
ル
通
信
方
式

（
設
備
規
則
第
五
十
四
条
第
三
項
に
規
定
す
る
通
信
方
式
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
の
無
線
局
の
う
ち
陸
上
移
動
局 

七 

設
備
規
則
第
七
条
第
十
項
第
二
号
に
規
定
す
る
無
線
局
の
う
ち
陸

上
移
動
局 

 

九 

実
数
零
点
単
側
波
帯
変
調
方
式
及
び
狭
帯
域
デ
ジ
タ
ル
通
信
方
式

の
無
線
局
の
う
ち
携
帯
局 

八 

設
備
規
則
第
七
条
第
十
項
第
二
号
に
規
定
す
る
無
線
局
の
う
ち
携

帯
局 

 
 

九 

設
備
規
則
第
七
条
第
十
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
Ｍ
Ｃ
Ａ
陸
上
移

動
通
信
を
行
う
陸
上
移
動
局 

 

（
特
定
無
線
局
の
無
線
設
備
の
規
格
） 

第
十
五
条
の
三 

法
第
二
十
七
条
の
二
の
総
務
省
令
で
定
め
る
無
線
設
備

の
規
格
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
無
線
局
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各

号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
特
定
無
線
局
の
無
線
設
備
の
規
格
） 

第
十
五
条
の
三 

法
第
二
十
七
条
の
二
の
総
務
省
令
で
定
め
る
無
線
設
備

の
規
格
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
無
線
局
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各

号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

一
・
二 

（
略
） 

一
・
二 

（
略
） 

 
三 

電
気
通
信
業
務
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
携
帯
局 

 
 
 

設
備
規
則
第
四
十
五
条
の
十
八
に
規
定
す
る
技
術
基
準
の
う
ち
携

帯
局
に
係
る
も
の 

三
〜
五 

（
略
） 

四
〜
五
の
二
（
略
） 



 

四 

六 

設
備
規
則
第
三
条
第
五
号
に
規
定
す
る
Ｍ
Ｃ
Ａ
陸
上
移
動
通
信
を

行
う
陸
上
移
動
局 

 
 

設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
七
に
規
定
す
る
技
術
基
準
の
う
ち
陸
上

移
動
局
に
係
る
も
の 

七 

設
備
規
則
第
三
条
第
六
号
に
規
定
す
る
デ
ジ
タ
ル
Ｍ
Ｃ
Ａ
陸
上
移

動
通
信
を
行
う
陸
上
移
動
局 

 

⑴
・
⑵ 

（
略
） 

 

    

六 

設
備
規
則
第
七
条
第
十
項
第
一
号
に
規
定
す
る
デ
ジ
タ
ル
Ｍ
Ｃ
Ａ

陸
上
移
動
通
信
を
行
う
陸
上
移
動
局 

 

⑴
・
⑵ 

（
略
） 

八 

実
数
零
点
単
側
波
帯
変
調
方
式
及
び
狭
帯
域
デ
ジ
タ
ル
通
信
方
式

の
無
線
局
の
う
ち
陸
上
移
動
局 

 

⑴
〜
⑷ 

（
略
） 

七 

設
備
規
則
第
七
条
第
十
項
第
二
号
に
規
定
す
る
無
線
局
の
う
ち
陸

上
移
動
局 

⑴
〜
⑷ 

（
略
） 

九 

実
数
零
点
単
側
波
帯
変
調
方
式
及
び
狭
帯
域
デ
ジ
タ
ル
通
信
方
式

の
無
線
局
の
う
ち
携
帯
局 

 
 

前
号
⑴
か
ら
⑷
ま
で
に
掲
げ
る
技
術
基
準
の
う
ち
い
ず
れ
か
の
も

の 

八 

設
備
規
則
第
七
条
第
十
項
第
二
号
に
規
定
す
る
無
線
局
の
う
ち
携

帯
局 

 
 

前
号
⑴
か
ら
⑷
ま
で
に
掲
げ
る
技
術
基
準
の
う
ち
い
ず
れ
か
の
も

の 

 
 
 

九 

設
備
規
則
第
七
条
第
十
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
Ｍ
Ｃ
Ａ
陸
上
移

動
通
信
を
行
う
陸
上
移
動
局 

設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
七
に
規
定
す
る
技
術
基
準
の
う
ち
陸
上

移
動
局
に
係
る
も
の 

 

 

（
義
務
船
舶
局
等
の
無
線
設
備
の
条
件
等
） 

第
二
十
八
条
の
二 

法
第
三
十
四
条
本
文
の
総
務
省
令
で
定
め
る
船
舶
地

球
局
は
、
前
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
一
項
第
三
号
の

(1)
の

(二 )
及
び

(4)
の

(四 )
の
機
器
を
備
え
る
こ
と
を
要
し
な
い
こ
と
と
し
た
場
合

に
お
け
る
当
該
イ
ン
マ
ル
サ
ッ
ト
船
舶
地
球
局
及
び
第
二
十
八
条
の
五

第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
イ
ン
マ
ル
サ
ッ
ト
船
舶
地
球
局
の
イ
ン
マ
ル

 

（
義
務
船
舶
局
等
の
無
線
設
備
の
条
件
等
） 

第
二
十
八
条
の
二 

法
第
三
十
四
条
本
文
の
総
務
省
令
で
定
め
る
船
舶
地

球
局
は
、
前
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
第
二
十
八
条
第
一
項
第
三
号

の

(1)
の

(二 )
及
び

(4)
の

(四 )
の
機
器
を
備
え
る
こ
と
を
要
し
な
い
こ
と
と
し

た
場
合
に
お
け
る
当
該
イ
ン
マ
ル
サ
ツ
ト
船
舶
地
球
局
及
び
第
二
十
八

条
の
五
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
イ
ン
マ
ル
サ
ツ
ト
船
舶
地
球
局
の
イ



 

五 

サ
ッ
ト
Ａ
型
、
イ
ン
マ
ル
サ
ッ
ト
Ｃ
型
又
は
イ
ン
マ
ル
サ
ッ
ト
Ｂ
型
の

無
線
設
備
を
同
条
第
一
項
の
予
備
設
備
と
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
イ

ン
マ
ル
サ
ッ
ト
船
舶
地
球
局
と
す
る
。 

２ 

（
略
） 

 

ン
マ
ル
サ
ツ
ト
Ａ
型
、
イ
ン
マ
ル
サ
ツ
ト
Ｃ
型
又
は
イ
ン
マ
ル
サ
ツ
ト

Ｂ
型
の
無
線
設
備
を
同
条
第
一
項
の
予
備
設
備
と
し
た
場
合
に
お
け
る

当
該
イ
ン
マ
ル
サ
ツ
ト
船
舶
地
球
局
と
す
る
。 

２ 

（
略
） 

（
無
線
業
務
日
誌
） 

 

第
四
十
条 

法
第
六
十
条
に
規
定
す
る
無
線
業
務
日
誌
に
は
、
毎
日
次
に

掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
総
務
大
臣
又

は
総
合
通
信
局
長
に
お
い
て
特
に
必
要
が
な
い
と
認
め
た
場
合
は
、
記

載
事
項
の
一
部
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

一
・
二 

（
略
） 

三 

前
二
号
に
掲
げ
る
無
線
局
以
外
の
無
線
局 

(1) 

第
一
号

(1)
に
掲
げ
る
事
項 

(2) 

一
日
の
延
べ
通
信
時
間
又
は
通
信
回
数
（
法
第
七
十
四
条
第
一

項
に
規
定
す
る
通
信
を
行
つ
た
場
合
並
び
に
固
定
局
、
陸
上
移
動

業
務
の
無
線
局
、
携
帯
移
動
業
務
の
無
線
局
、
無
線
呼
出
局
、
無

線

標

定

業

務

の

無

線

局

、

無

線

標

識

局

、

地

球

局

（

放

送

衛

星

局
、
放
送
試
験
衛
星
局
又
は
放
送
を
行
う
実
用
化
試
験
局
で
あ
つ

て
人
工
衛
星
に
開
設
す
る
も
の
（
電
気
通
信
業
務
を
行
う
こ
と
を

目
的
と
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
通
信
の
相
手
方
と
す
る
も
の
を

除
く
。
）
、
人
工
衛
星
局
（
放
送
衛
星
局
、
放
送
試
験
衛
星
局
又

は
放
送
を
行
う
実
用
化
試
験
局
で
あ
つ
て
人
工
衛
星
に
開
設
す
る

も

の

（

電

気

通

信

業

務
を

行
う
こ

と

を

目
的
と

す
る
も
の
を

除

く
。
）
を
除
く
。
）
、
標
準
周
波
数
局
及
び
特
別
業
務
の
局
（
Ａ

三
Ｅ
電
波
一
、
六
二
〇

kHz
又
は
一
、
六
二
九

kHz
の
周
波
数
の
電

波
を

使

用

す
る
空

中

線
電

力

一

〇
ワ
ッ
ト

以

下
の

無

線

局
に

限

（
無
線
業
務
日
誌
） 

 

第
四
十
条 

法
第
六
十
条
に
規
定
す
る
無
線
業
務
日
誌
に
は
、
毎
日
次
に

掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
総
務
大
臣
又

は
総
合
通
信
局
長
に
お
い
て
特
に
必
要
が
な
い
と
認
め
た
場
合
は
、
記

載
事
項
の
一
部
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

一
・
二 

（
略
） 

三 

前
二
号
に
掲
げ
る
無
線
局
以
外
の
無
線
局 

(1) 

第
一
号

(1)
に
掲
げ
る
事
項 

(2) 

一
日
の
延
べ
通
信
時
間
又
は
通
信
回
数
（
法
第
七
十
四
条
第
一

項
に
規
定
す
る
通
信
を
行
つ
た
場
合
並
び
に
固
定
局
、
陸
上
移
動

業
務
の
無
線
局
、
携
帯
移
動
業
務
の
無
線
局
、
無
線
呼
出
局
、
無

線

標

定

業

務

の

無

線

局

、

無

線

標

識

局

、

地

球

局

（

放

送

衛

星

局
、
放
送
試
験
衛
星
局
又
は
放
送
を
行
う
実
用
化
試
験
局
で
あ
つ

て
人
工
衛
星
に
開
設
す
る
も
の
（
電
気
通
信
業
務
を
行
う
こ
と
を

目
的
と
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
通
信
の
相
手
方
と
す
る
も
の
を

除
く
。
）
、
人
工
衛
星
局
（
放
送
衛
星
局
、
放
送
試
験
衛
星
局
又

は
放
送
を
行
う
実
用
化
試
験
局
で
あ
つ
て
人
工
衛
星
に
開
設
す
る

も

の

（

電

気

通

信

業

務
を

行
う
こ

と

を

目
的
と

す
る
も
の
を

除

く
。
）
を
除
く
。
）
、
標
準
周
波
数
局
及
び
特
別
業
務
の
局
（
Ａ

三
Ｅ
電
波
一
、
六
二
〇

kHz
又
は
一
、
六
二
九

kHz
の
周
波
数
を
使

用
す
る
空
中
線
電
力
一
〇
ワ
ツ
ト
以
下
の
も
の
に
限
る
。
）
が
そ



 

六 

る
。
）
が
そ
の
他
の
通
信
を
行
つ
た
場
合
を
除
く
。
） 

(3)
〜

(6) 

（
略
） 

２
〜
４ 
（
略
） 

 

の
他
の
通
信
を
行
つ
た
場
合
を
除
く
。
） 

(3)
〜

(6) 

（
略
） 

２
〜
４ 

（
略
） 

 

 

（
定
期
検
査
を
行
わ
な
い
無
線
局
） 

第
四
十
一
条
の
二 
法
第
七
十
三
条
第
一
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
無
線

局
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

 

（
定
期
検
査
を
行
わ
な
い
無
線
局
） 

第
四
十
一
条
の
二 

法
第
七
十
三
条
第
一
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
無
線

局
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

 

一
〜
二
十 

（
略
） 

一
〜
二
十 

（
略
） 

 

二
十
一 

特
別
業
務
の
局
（
設
備
規
則
第
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る

道
路
交
通
情
報
通
信
を
行
う
無
線
局
及
び
ア
マ
チ
ュ
ア
局
に
対
す
る

広
報
を
送
信
す
る
無
線
局
に
限
る
。
） 

 

二
十
一 

特
別
業
務
の
局
（
設
備
規
則
第
七
条
第
十
四
項
に
規
定
す
る
道

路
交
通
情
報
通
信
を
行
う
無
線
局
及
び
ア
マ
チ
ュ
ア
局
に
対
す
る
広
報

を
送
信
す
る
無
線
局
に
限
る
。
） 

第
四
十
三
条
の
二 

（
略
） 

２ 

標
準
周
波
数
局
又
は
特
別
業
務
の
局
（
設
備
規
則
第
十
四
条
第
一
項
に
規
定

す
る
道
路
交
通
情
報
通
信
を
行
う
無
線
局
及
び
Ａ
三
Ｅ
電
波
一
、
六
二
〇
㎑

又
は
一
、
六
二
九
㎑
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
空
中
線
電
力
一
〇
ワ
ッ
ト
以
下

の
無
線
局
を
除
く
。
）
の
免
許
人
は
、
当
該
無
線
局
の
運
用
開
始
の
日
ま
で
に
、
運

用
規
則
第
百
四
十
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
総
合
通
信
局
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 

３ 

（
略
） 

 
第
四
十
三
条
の
二 

（
略
） 

 

２ 

標
準
周
波
数
局
又
は
特
別
業
務
の
局
の
免
許
人
は
、
当
該
無
線
局
の
運
用
開
始
の

日
ま
で
に
、
運
用
規
則
第
百
四
十
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
総
合
通
信
局
長
に
届
け

出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

   

３ 

（
略
） 

別
表
第
一
号
・
別
表
第
一
号
の
二
 
（
略
）
 

 

別
表
第
一
号
・
別
表
第
一
号
の
二
 
（
略
）
 

別
表
第
一
号
の
三
 
許
可
を
要
し
な
い
工
事
設
計
の
軽
微
な
事
項
（
第
1
0

条
関
係
）
 

別
表
第
一
号
の
三
 
許
可
を
要
し
な
い
工
事
設
計
の
軽
微
な
事
項
（
第
1
0

条
関
係
）
 

第
１
 
設
備
又
は
装
置
の
工
事
設
計
の
全
部
に
つ
い
て
変
更
す
る
場
合

第
１
 
設
備
又
は
装
置
の
工
事
設
計
の
全
部
に
つ
い
て
変
更
す
る
場
合



 

七 

（
設
備
又
は
装
置
の
全
部
に
つ
い
て
変
更
の
工
事
を
す
る
場
合
を

含
む
。
）
 

 

（
設
備
又
は
装
置
の
全
部
に
つ
い
て
変
更
の
工
事
を
す
る
場
合
を

含
む
。
）
 

工
事
設
計
の
う
ち
軽
微
な

も
の
と
す
る
も
の
 

適
 
用
 
の
 
条
 
件
 

工
事
設
計
の
う
ち
軽
微
な

も
の
と
す
る
も
の
 

適
 
用
 
の
 
条
 
件
 

 

１
～
1
4
（
略
）
 

（
略
）
 

１
～
1
4
（
略
）
 

（
略
）
 

 

1
5
周
波
数
測
定
装
置
、
警

報
装
置
、
監
視
装
置
、

制
御
装
置
（
設
備
規
則

第
３
条
第
５
号
に
規
定

す
る
Ｍ
Ｃ
Ａ
陸
上
移
動

通
信
を
行
う
も
の
を
除

く
。
）
、
有
無
線
連
絡

装
置
、
注
意
信
号
発
生

装
置
、
注
意
信
号
選
択

警
報
装
置
、
擬
似
空
中

線
、
空
中
線
柱
、
給
電

線
柱
及
び
連
絡
線
の
工

事
設
計
 

（
略
）
 

 

1
5
周
波
数
測
定
装
置
、
警

報
装
置
、
監
視
装
置
、

制
御
装
置
（
設
備
規
則

第
７
条
第
1
1
項
第
１
号

に
規
定
す
る
Ｍ
Ｃ
Ａ
陸

上
移
動
通
信
を
行
う
も

の
を
除
く
。
）
、
有
無

線
連
絡
装
置
、
注
意
信

号
発
生
装
置
、
注
意
信

号
選
択
警
報
装
置
、
擬

似
空
中
線
、
空
中
線

柱
、
給
電
線
柱
及
び
連

絡
線
の
工
事
設
計
 

（
略
）
 

 

1
6
～
2
1
（
略
）
 

（
略
）
 

1
6
～
2
1
（
略
）
 

（
略
）
 

 

 
 

 
 

 

第
２
（
略
）
 

 
第
２
（
略
）
 

別
表
第
二
号
（
略
）
 

別
表
第
二
号
（
略
）
 

別
表
第
二
号
の
二
 
免
許
人
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
を
公
表
し
な
い

無
線
局
（
第
1
1
条
第
１
項
第
２
号
関
係
）
 

別
表
第
二
号
の
二
 
免
許
人
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
を
公
表
し
な
い

無
線
局
（
第
1
1
条
第
１
項
第
２
号
関
係
）
 



 

八 

 
１
 
設
備
規
則
第
３
条
第
５
号
に
規
定
す
る
Ｍ
Ｃ
Ａ
陸
上
移
動
通
信
又

は
同
条
第
６
号
に
規
定
す
る
デ
ジ
タ
ル
Ｍ
Ｃ
Ａ
陸
上
移
動
通
信
を
行

う
無
線
局
（
陸
上
移
動
中
継
局
を
除
く
。
）
 

 
２
～
９
 
（
略
）
 

      
 

             

 
１
 
設
備
規
則
第
７
条
第
1
0
項
第
１
号
に
規
定
す
る
デ
ジ
タ
ル
Ｍ
Ｃ
Ａ

陸
上
移
動
通
信
又
は
同
条
第
1
1
項
第
１
号
に
規
定
す
る
Ｍ
Ｃ
Ａ
陸
上

移
動
通
信
を
行
う
無
線
局
（
陸
上
移
動
中
継
局
を
除
く
。
）
 

 
２
～
９
 
（
略
）
 

 


